
No.1

 利用者負担第１～３段階以外で、１割負担の方（原則介護度３以上の方が入所対象者）

□ ①〈多床室の場合〉

要介護度 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５
１ご契約者のサービス利
用料金 5,730円 6,410円 7,120円 7,800円 8,470円
２うち、介護保険から給付
される金額 5,157円 5,769円 6,408円 7,020円 7,623円
３サービス利用に係る自
己負担額（１－２）日額 573円 641円 712円 780円 847円

４居住費（日額） 855円 855円 855円 855円 855円
５食費（食材料費及び調
理費用相当分） 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円
６自己負担額合計（３＋４
＋５）日額 2,873円 2,941円 3,012円 3,080円 3,147円

７居住費（月額） 25,650円 25,650円 25,650円 25,650円 25,650円
８食費（食材料費及び調
理費用相当分）月額 43,350円 43,350円 43,350円 43,350円 43,350円

自己負担月額（３０日） 86,190円 88,230円 90,360円 92,400円 94,410円

□

要介護度 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５
１ご契約者のサービス利
用料金 5,730円 6,410円 7,120円 7,800円 8,470円
２うち、介護保険から給付
される金額 5,157円 5,769円 6,408円 7,020円 7,623円
３サービス利用に係る自
己負担額（１－２）日額 573円 641円 712円 780円 847円

４居住費（日額） 0円 0円 0円 0円 0円
５食費（食材料費及び調
理費用相当分） 300円 300円 300円 300円 300円
６自己負担額合計（３＋４
＋５）日額 873円 941円 1,012円 1,080円 1,147円

７居住費（月額） 0円 0円 0円 0円 0円
８食費（食材料費及び調
理費用相当分）月額 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円

自己負担月額（３０日） 26,190円 28,230円 30,360円 32,400円 34,410円

□

要介護度 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５
１ご契約者のサービス利
用料金 5,730円 6,410円 7,120円 7,800円 8,470円
２うち、介護保険から給付
される金額 5,157円 5,769円 6,408円 7,020円 7,623円
３サービス利用に係る自
己負担額（１－２）日額 573円 641円 712円 780円 847円

４居住費（日額） 370円 370円 370円 370円 370円
５食費（食材料費及び調
理費用相当分） 390円 390円 390円 390円 390円
６自己負担額合計（３＋４
＋５）日額 1,333円 1,401円 1,472円 1,540円 1,607円

７居住費（月額） 11,100円 11,100円 11,100円 11,100円 11,100円
８食費（食材料費及び調
理費用相当分）月額 11,700円 11,700円 11,700円 11,700円 11,700円

自己負担月額（３０日） 39,990円 42,030円 44,160円 46,200円 48,210円

別紙　介護老人福祉施設サービス基本料金表①
令和3年8月1日 改定

１割負担の方

介護保険負担限度額認定者のサービス利用料金　①〈多床室の場合〉

利用者負担第１段階：例）生活保護・老齢福祉年金受給者等（原則介護度３以上の方が入所対象

利用者負担第２段階
 ：例）所得＋年金合計が８０万円以下の方等（原則介護度３以上の方が入所対象者）

なお、保険者（市区町村）への申請により介護保険負担限度額の認定を受けている方は、所得に応じて利用
者負担の軽減措置がありますので、実際負担していただく額は、以下の表のとおりとなります。



　No.2

□

要介護度 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

１ご契約者のサービス利
用料金 5,730円 6,410円 7,120円 7,800円 8,470円
２うち、介護保険から給付
される金額 5,157円 5,769円 6,408円 7,020円 7,623円

３サービス利用に係る自
己負担額（１－２）日額 573円 641円 712円 780円 847円

４居住費（日額） 370円 370円 370円 370円 370円
５食費（食材料費及び調
理費用相当分） 650円 650円 650円 650円 650円

６自己負担額合計（３＋４
＋５）日額 1,593円 1,661円 1,732円 1,800円 1,867円

７居住費（月額） 11,100円 11,100円 11,100円 11,100円 11,100円
８食費（食材料費及び調
理費用相当分）月額 19,500円 19,500円 19,500円 19,500円 19,500円

自己負担月額（３０日） 47,790円 49,830円 51,960円 54,000円 56,010円

□

要介護度 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

１ご契約者のサービス利
用料金 5,730円 6,410円 7,120円 7,800円 8,470円
２うち、介護保険から給付
される金額 5,157円 5,769円 6,408円 7,020円 7,623円

３サービス利用に係る自
己負担額（１－２）日額 573円 641円 712円 780円 847円

４居住費（日額） 370円 370円 370円 370円 370円
５食費（食材料費及び調
理費用相当分） 1,360円 1,360円 1,360円 1,360円 1,360円

６自己負担額合計（３＋４
＋５）日額 2,303円 2,371円 2,442円 2,510円 2,577円

７居住費（月額） 11,100円 11,100円 11,100円 11,100円 11,100円
８食費（食材料費及び調
理費用相当分）月額 40,800円 40,800円 40,800円 40,800円 40,800円

自己負担月額（３０日） 69,090円 71,130円 73,260円 75,300円 77,310円

□ ②〈従来型個室の場合〉

 利用者負担第１～３段階以外で、１割負担の方（原則介護度３以上の方が入所対象者）

要介護度 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５
１ご契約者のサービス利
用料金 5,730円 6,410円 7,120円 7,800円 8,470円
２うち、介護保険から給付
される金額 5,157円 5,769円 6,408円 7,020円 7,623円
３サービス利用に係る自
己負担額（１－２）日額 573円 641円 712円 780円 847円

４居住費（日額） 1,171円 1,171円 1,171円 1,171円 1,171円
５食費（食材料費及び調
理費用相当分） 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円
６自己負担額合計（３＋４
＋５）日額 3,189円 3,257円 3,328円 3,396円 3,463円

７居住費（月額） 35,130円 35,130円 35,130円 35,130円 35,130円
８食費（食材料費及び調
理費用相当分）月額 43,350円 43,350円 43,350円 43,350円 43,350円

自己負担月額（３０日） 95,670円 97,710円 99,840円 101,880円 103,890円

利用者負担第３段階 ②

　：　例）所得＋年金合計が１２０万円超の方等

利用者負担第３段階 ①

　：　例）所得＋年金合計が８０万円超１２０万円以下の方等

なお、保険者（市区町村）への申請により介護保険負担限度額の認定を受けている方は、
所得に応じて利用者負担の軽減措置がありますので、実際負担していただく額は、以下
の表のとおりとなります。



No.3

□

要介護度 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５
１ご契約者のサービス利
用料金 5,730円 6,410円 7,120円 7,800円 8,470円
２うち、介護保険から給付
される金額 5,157円 5,769円 6,408円 7,020円 7,623円
３サービス利用に係る自
己負担額（１－２）日額 573円 641円 712円 780円 847円

４居住費（日額） 320円 320円 320円 320円 320円
５食費（食材料費及び調
理費用相当分） 300円 300円 300円 300円 300円
６自己負担額合計（３＋４
＋５）日額 1,193円 1,261円 1,332円 1,400円 1,467円

７居住費（月額） 9,600円 9,600円 9,600円 9,600円 9,600円
８食費（食材料費及び調
理費用相当分）月額 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円 9,000円

自己負担月額（３０日） 35,790円 37,830円 39,960円 42,000円 44,010円

□

要介護度 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５
１ご契約者のサービス利
用料金 5,730円 6,410円 7,120円 7,800円 8,470円
２うち、介護保険から給付
される金額 5,157円 5,769円 6,408円 7,020円 7,623円
３サービス利用に係る自
己負担額（１－２）日額 573円 641円 712円 780円 847円

４居住費（日額） 420円 420円 420円 420円 420円
５食費（食材料費及び調
理費用相当分） 390円 390円 390円 390円 390円
６自己負担額合計（３＋４
＋５）日額 1,383円 1,451円 1,522円 1,590円 1,657円

７居住費（月額） 12,600円 12,600円 12,600円 12,600円 12,600円
８食費（食材料費及び調
理費用相当分）月額 11,700円 11,700円 11,700円 11,700円 11,700円

自己負担月額（３０日） 41,490円 43,530円 45,660円 47,700円 49,710円

□

要介護度 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５
１ご契約者のサービス利
用料金 5,730円 6,410円 7,120円 7,800円 8,470円
２うち、介護保険から給付
される金額 5,157円 5,769円 6,408円 7,020円 7,623円
３サービス利用に係る自
己負担額（１－２）日額 573円 641円 712円 780円 847円

４居住費（日額） 820円 820円 820円 820円 820円
５食費（食材料費及び調
理費用相当分） 650円 650円 650円 650円 650円
６自己負担額合計（３＋４
＋５）日額 2,043円 2,111円 2,182円 2,250円 2,317円

７居住費（月額） 24,600円 24,600円 24,600円 24,600円 24,600円
８食費（食材料費及び調
理費用相当分）月額 19,500円 19,500円 19,500円 19,500円 19,500円

自己負担月額（３０日） 61,290円 63,330円 65,460円 67,500円 69,510円

利用者負担第３段階 ①

　：　例）所得＋年金合計が８０万円超１２０万円以下の方等

 ：例）所得＋年金合計が８０万円以下の者等（原則介護度３以上の方が入所対象者）

利用者負担第１段階

利用者負担第１段階：例）生活保護・老齢福祉年金受給者等（原則介護度３以上の方が入所対象

介護保険負担限度額認定者のサービス利用料金　②〈従来型個室の場合〉

利用者負担第２段階



□

要介護度 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５
１ご契約者のサービス利
用料金 5,730円 6,410円 7,120円 7,800円 8,470円
２うち、介護保険から給付
される金額 5,157円 5,769円 6,408円 7,020円 7,623円
３サービス利用に係る自
己負担額（１－２）日額 573円 641円 712円 780円 847円

４居住費（日額） 820円 820円 820円 820円 820円
５食費（食材料費及び調
理費用相当分） 1,360円 1,360円 1,360円 1,360円 1,360円
６自己負担額合計（３＋４
＋５）日額 2,753円 2,821円 2,892円 2,960円 3,027円

７居住費（月額） 24,600円 24,600円 24,600円 24,600円 24,600円
８食費（食材料費及び調
理費用相当分）月額 40,800円 40,800円 40,800円 40,800円 40,800円

自己負担月額（３０日） 82,590円 84,630円 86,760円 88,800円 90,810円

利用者負担第３段階 ②

　：　例）所得＋年金合計が１２０万円超の方等



No.1

☑ ①〈多床室の場合〉

要介護度 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５
１ご契約者のサービス利
用料金 5,730円 6,410円 7,120円 7,800円 8,470円
２うち、介護保険から給付
される金額 4,584円 5,128円 5,696円 6,240円 6,776円
３サービス利用に係る自
己負担額（１－２）日額 1,146円 1,282円 1,424円 1,560円 1,694円

４居住費（日額） 855円 855円 855円 855円 855円
５食費（食材料費及び調
理費用相当分） 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円
６自己負担額合計（３＋４
＋５）日額 3,446円 3,582円 3,724円 3,860円 3,994円

７居住費（月額） 25,650円 25,650円 25,650円 25,650円 25,650円
８食費（食材料費及び調
理費用相当分）月額 43,350円 43,350円 43,350円 43,350円 43,350円

自己負担月額（３０日） 103,380円 107,460円 111,720円 115,800円 119,820円

□ ②〈従来型個室の場合〉

要介護度 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５
１ご契約者のサービス利
用料金 5,730円 6,410円 7,120円 7,800円 8,470円
２うち、介護保険から給付
される金額 4,584円 5,128円 5,696円 6,240円 6,776円
３サービス利用に係る自
己負担額（１－２）日額 1,146円 1,282円 1,424円 1,560円 1,694円

４居住費（日額） 1,171円 1,171円 1,171円 1,171円 1,171円
５食費（食材料費及び調
理費用相当分） 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円
６自己負担額合計（３＋４
＋５）日額 3,762円 3,898円 4,040円 4,176円 4,310円

７居住費（月額） 35,130円 35,130円 35,130円 35,130円 35,130円
８食費（食材料費及び調
理費用相当分）月額 43,350円 43,350円 43,350円 43,350円 43,350円

自己負担月額（３０日） 112,860円 116,940円 121,200円 125,280円 129,300円

別紙　介護老人福祉施設サービス基本料金表②
令和3年8月1日 改定

2割負担の方



No.1

①〈多床室の場合〉
要介護度 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

１ご契約者のサービス利
用料金 5,730円 6,410円 7,120円 7,800円 8,470円
２うち、介護保険から給付
される金額 4,011円 4,487円 4,984円 5,460円 5,929円
３サービス利用に係る自
己負担額（１－２）日額 1,719円 1,923円 2,136円 2,340円 2,541円

４居住費（日額） 855円 855円 855円 855円 855円
５食費（食材料費及び調
理費用相当分） 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円
６自己負担額合計（３＋４
＋５）日額 4,019円 4,223円 4,436円 4,640円 4,841円

７居住費（月額） 25,650円 25,650円 25,650円 25,650円 25,650円
８食費（食材料費及び調
理費用相当分）月額 43,350円 43,350円 43,350円 43,350円 43,350円

自己負担月額（３０日） 120,570円 126,690円 133,080円 139,200円 145,230円

②〈従来型個室の場合〉
要介護度 要介護度１ 要介護度２ 要介護度３ 要介護度４ 要介護度５

１ご契約者のサービス利
用料金 5,730円 6,410円 7,120円 7,800円 8,470円
２うち、介護保険から給付
される金額 4,011円 4,487円 4,984円 5,460円 5,929円
３サービス利用に係る自
己負担額（１－２）日額 1,719円 1,923円 2,136円 2,340円 2,541円

４居住費（日額） 1,171円 1,171円 1,171円 1,171円 1,171円
５食費（食材料費及び調
理費用相当分） 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円 1,445円
６自己負担額合計（３＋４
＋５）日額 4,335円 4,539円 4,752円 4,956円 5,157円

７居住費（月額） 35,130円 35,130円 35,130円 35,130円 35,130円
８食費（食材料費及び調
理費用相当分）月額 43,350円 43,350円 43,350円 43,350円 43,350円

自己負担月額（３０日） 130,050円 136,170円 142,560円 148,680円 154,710円

別紙　介護老人福祉施設サービス基本料金表③
令和3年8月1日 改定

３割負担の方



No.1

☆

　（１単位：10円）

□

　日常生活継続支援加算1：１日につき 36単位

□ ②-ア 常勤の看護師を配置している場合
　看護体制加算Ⅰロ：１日につき 4単位

□

　看護職員体制加算Ⅱロ：１日につき 8単位

□

　夜勤職員配置加算Ⅰロ：１日につき 13単位

□

　夜勤職員配置加算Ⅲロ：１日につき 16単位

□
　個別機能訓練加算Ⅰ：１日につき 12単位

□
　個別機能訓練加算Ⅱ：１月につき 20単位

□

　生活機能向上連携加算：１月につき 200単位

□

　ADL維持等加算（Ⅰ）：１月につき 30単位

□

　ADL維持等加算（Ⅱ）：１月につき 60単位

なお⑦-1ADL維持等加算(I)、⑦-2ADL維持等加算(II)は重複せず、いすれかを算定します。

□

　若年性認知症入所者受入加算：１日につき 120単位

□ ⑨常勤の医師を１名以上（厚生労働省の基準による）の人員を配置した場合
　常勤医師配置加算：１日につき 25単位

□ ⑩精神科を担当する医師による定期的な療養指導が月２回以上行われている場合
　精神科医師定期的療養指導：１日につき 5単位

□ ⑪-1入院および外泊された場合
　入院・外泊時費用：1日あたり 246単位
（その日の翌日から6日間（当該入院および外泊が月をまたぐ場合最大12日間））を限度

前記の「介護老人福祉施設サービス基本料金表」以外に厚生労働省の定める基準に従い以下の加算分を
ご負担を頂く場合があります。

別紙2　介護老人福祉施設サービス加算料金表
令和3年4月1日 改定

各種加算について

⑤-ア理学療法士等が入所者ごとに個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っている場合

⑤-イ個別機能訓練計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、得られた情報の活用を行った場合

⑥外部の理学療法士等が施設に訪問し入所者毎に個別機能訓練計画を作成し、計画的に機能訓練を行っ
ている場合

（⑤を算定している場合は100単位）

⑦-1　(a)5時間以上の通所介護費の算定回数が、5時間未満の算定回数より多いご利用者で、6月以上連
続ご利用者が20名以上、(b)要介護3～5のご利用者の割合が15％以上、(ｃ)初回の認定から12月以内のご
利用者の割合が15％以下、(d)初月と6ヵ月目において事業所の機能訓練指導員がBarthel IndexにてADL
値を測定し、その結果を厚生労働省に提出しているご利用者が90％以上、(ｅ)6ヵ月目におけるADL値か
ら初月におけるADL値を控除した値が多い順の上位85％について、ADL利得が「ADL利得が0より大きけれ
ば1」「ADL利得が0より小さければ-1」「ADL利得が0ならば0」として区分し、合計した数が0以上　の全
てを満たした場合

⑦-2　ADL維持等加算(I)の要件をすべて満たし、当該事業所の利用者について、加算を算定する月にADL
評価を行い、その結果を厚生労働省に提出している場合。

⑧ご契約者が、若年性認知症入所者（介護保険施行令（平成10年政令412合）第２条第
６号に規定する初老期における認知症によって法第７条第３項に規定する要介護状態となった入所者を
いう）に該当する場合

③施設の定める夜間の時間帯（18：00～翌朝10：00）に働く職員数の平均が、厚生労働省の定める基準
を満たした場合

④施設の定める夜間の時間帯（18：00～翌朝10：00）に働く職員数の平均が、厚生労働省の定める基準
を満たした場合

①まどか園の入所者のうち、要介護４、５又は、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の入所者の数が入所者総
数に占める割合が、厚生労働省の定める基準を満たし、かつ、介護福祉士の資格を有する介護職員の数
が、厚生労働省の定める基準を満たしている場合

②-イ入所者25名に対し看護職員１名の割合以上の看護職員を配置し、かつ、看護職員との２４時間連絡
体制が整備されている場合



No.2
□ ⑪-2居宅に外泊を認め、施設より居宅サービスを受けた場合

　外外泊居宅費用：1日あたり 560単位 （⑩-アを算定している場合は算定できない）
　（その日の翌日から6日間（当該入院および外泊が月をまたぐ場合最大12日間））を限度

□ ⑫新規入所された場合、もしくは30日を超えて入院した後に施設へ戻られた場合
　最初の30日間について初期加算：1日につき 30単位

□

　再入所時栄養連携加算：1人につき1回限り 200単位

□

　栄養マネジメント強化加算：１日につき 11単位

□
　経口移行加算：1日につき 28単位 （180日を限度）

□

　経口維持加算Ⅰ：1月につき 400単位

□

　経口維持加算Ⅱ：1月につき 100単位

□

　口腔衛生管理加算Ⅰ：１月につき 90単位

□

　口腔衛生管理加算Ⅱ：１月につき 110単位

□
　療養食加算：1日につき 6単位

□

　配置医師緊急時対応加算：1回につき、
早朝･夜間： 650単位 深夜： 1300単位

□

看取り介護加算Ⅰ 72単位
　　　　　　　　　 144単位
　　　　　　　　　 680単位

1280単位

□

看取り介護加算Ⅱ 72単位
　　　　　　　　　 144単位
　　　　　　　　　 780単位

1580単位

□

3単位

□

13単位

□

10単位

⑳-ア看取りに関する指針に基づいた介護体制において看取り介護計画を作成し、同意に基づいた介護が
行われた場合

：死亡前31日以上45日以下
：死亡前4日以上30日以下

排せつ支援加算Ⅰ：月

：死亡日

⑳-イ看取りに関する指針に基づいた介護体制において看取り介護計画を作成し、同意に基づいた介護が
行われ、かつ、配置医師緊急対応加算の施設基準に該当する場合

：死亡前30日以上45日以下
：死亡前4日以上30日以下
：死亡前日及び前々日
：死亡日

㉑-ア褥瘡発生と関連のあるリスクについて、３月に１回評価を行い、その評価結果等の情報を厚生労働
省に提出し、情報を有効活用し、褥瘡ケア計画を作成をした上で、褥瘡がある場合

褥瘡マネジメント加算Ⅰ：月

㉑-イ褥瘡発生と関連のあるリスクについて、３月に１回評価を行い、その評価結果等の情報を厚生労働
省に提出し、得られた情報を有効活用し、褥瘡ケア計画を作成をした上で、褥瘡がない場合

⑭管理栄養士を定められた員数を配置し、食事の観察を定期的に行ったうえで、食事の調整を
　行い、入所者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、得られた情報を活用した場合

⑬入所者が入院し、入所時と栄養管理が異なる場合、施設の管理栄養士が入院先の医療機関の管理栄養
士と連携し、再入所後の栄養管理の調整を行った場合

褥瘡マネジメント加算Ⅱ：月

㉒-ア排泄に介護を要する入所者に、多職種が協働して支援計画を作成し、計画に基づき支援し、厚生労
働省にその評価結果等の情報を提供し、得られた情報を活用している場合

：死亡前日及び前々日

⑮経管により食事を摂取されており、医師の指示の下、経口摂取に向けた管理が行われた場合

⑯-ア 経口により食事を摂取されているが、摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる方に対して医師又
は歯科医師等の指示に基づき、経口維持計画を作成し、医師又は歯科医師の指示に基づき栄養管理を
行った場合

⑯-イ 上記⑫-アを算定している場合であって、協力歯科医療機関の医師・歯科医師・歯科衛生士又は言
語聴覚師が、継続的な経口摂取を支援するための会議に参加した場合

⑰-ア歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、ご利用者に対し、入所者の口腔衛生等の管理に係る計画が
作成され、歯科衛生士が月２回以上管理を行うこと。また介護職員に具体的な技術的助言や指導を行っ
た場合

⑰-イ　⑰-アに加え口腔衛生等の管理に係る計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、
　有効な実施のために必要な情報を活用した場合

⑱主治医から発行された食事箋に基づき、ご利用者の病状等に応じて療養食が提供された場合

⑲配置医師が施設の求めに応じ早朝(6-8)･夜間(18-20)、深夜(22-6)に施設に訪問し入所者の診察を行っ
た場合、ただし、看護体制加算(Ⅱ)を算定していること



No.3
□

15単位

□

20単位

□

300単位

□

40単位

□
50単位

□

20単位

□
　当別表以外に厚生労働省の定める基準に従いご負担いただきます。
　また、このような場合には事前にご通知いたします。

□

　サービス提供体制加算（Ⅰ）：１日につき 22単位

□
　サービス提供体制加算（Ⅱ）：１日につき 18単位

□

　サービス提供体制加算（Ⅲ）：１日につき 6単位

□

認知症専門ケア加算（Ⅰ）：１日につき 3単位

□

認知症専門ケア加算（Ⅱ）：１日につき 4単位

㉗-3　厚生労働省の定める基準において、介護職員の総数のうち、①介護福祉士の占　める割合が100分
の50以上、②常勤職員の占める割合が100分の75以上、③勤続7年以上の職員の占める割合が100分の30以
上のいづれかに該当する場合

　なお、㉗サービス提供体制加算は、①日常生活継続支援加算・㉗サービス提供体制加算（Ⅰ）・（Ⅱ）・
（Ⅲ）を重複して請求せず、いずれかひとつを算定します。

㉘-ア 認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が利用者の100分の50以上であり、認知症介護実践リー
ダー研修修了者を基準以上配置の上、専門的な認知症ケアを実施し、当該事業所の従業員に対して、認

知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催している場合

㉘-イ　㉘-アの要件を満たし、かつ、認知症介護指導者養成研修修了者を１名以上配置し、事業所
全体の認知症ケアの指導等を実施の上、介護、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、
実施又は実施を予定している場合

安全対策体制加算：入所初日に限り

㉒-イ　㉒-アの評価により軽減が見込まれる者について、入所時又は利用開始時と比較して、排尿もし
くは排便の状態が改善又は、おむつの使用がなくなった場合

排せつ支援加算Ⅱ：月

㉒-ウ　㉒-ア及びイに掲げる排尿もしくは排便の状態の改善及びおむつの使用がなくなった場合

排せつ支援加算Ⅲ：月

㉓医師が、入所者ごとに、自立支援に係る医学的評価を入所時に行うとともに、６月に1回医学的評価を
見直し、支援計画に参加していること。支援計画は3月に1回見直しを行い、医学的評価の結果等の情報
を厚生労働省に提出し、得られた情報を有効に活用した場合

　自立支援促進加算：月

㉔-ア入所者ごとのADL値、栄養状態、口腔状態、認知症の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基
本的な情報を厚生労働省に提出し、サービス計画にあたっては、得られた情報を活用している場合

科学的介護推進体制加算Ⅰ：月

㉔-イ　㉔-アに加えて、入所者ごとの疾病状況等の情報を、厚生労働省に提供している場合
科学的介護推進体制加算Ⅱ：月

㉕外部の研修を受けた担当者が配置され、施設内に安全対策部門を設置し、組織的に安全対策を実施す
る体制が整備されている場合

㉖在宅復帰支援機能、在宅・入所相互利用、退所時等相談援助などを充実させた場合

㉗-1　厚生労働省の定める基準において、介護職員の総数のうち、①介護福祉士の占める割合が
　　100分の80以上、②勤続10年以上の介護福祉士の職員が100分の35以上である場合、③サービス
　　の質の向上に資する取組を実施している場合、のいづれかに該当する場合

㉗-2　職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の60以上である場合



No.4

□ 　介護職員処遇改善加算（Ⅰ）：１月につき所定単位数の　83/1000　単位
□ 　介護職員処遇改善加算（Ⅱ）：１月につき所定単位数の　60/1000　単位
□ 　介護職員処遇改善加算（Ⅲ）：１月につき所定単位数の　33/1000　単位

□ 　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ）：１月につき所定単位数の　27/1000　単位
□ 　介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ）：１月につき所定単位数の　23/1000　単位

□

（2）介護保険の給付対象とならないサービス
契約書第21条に定める所定の料金

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
8,030 8,710 9,420 10,100 10,770

円 円 円 円 円

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
8,346 9,026 9,736 10,416 11,086

円 円 円 円 円

（従来型個室）
要介護度別

1日あたりの費用

　ご契約者が、要介護認定で自立または要支援と判定された場合、上記「要介護１」の金額（1日あたり・食
事代も含む）をご負担いただきます。

㉚介護職員等の賃金の改善に要する費用の見込み額が、介護職員等特定処遇改善加算の算定見込み額を
上回る賃金改善に関する計画を策定し、介護職員等特定処遇改善計画書を作成して都道府県知事に届け
出る場合

令和３年９月３０日までの間は、新型コロナウイルス感染症に対応するための特例的な評価として介護
老人福祉施設サービス費の所定単位数の1000分の１の単位数を加算します。

　ご契約者が、契約終了後も居室を明け渡さない場合等に、本来の契約終了日の翌日から現実に居室が
明け渡された日までの期間に係る料金（１日あたり・食事代も含む）をいただきます。

（多床室）
要介護度別

1日あたりの費用

㉙介護職員の賃金の改善に要する費用の見込み額が、介護職員処遇改善加算の算定見込み額を上回る賃
金改善に関する計画を策定し、介護職員処遇改善計画書を作成して都道府県知事に届け出る場合


